
赤穂市子育てスローガン
 「すくすく　　　　・　　　のびのび　　　　・　　　いきいき」
 （乳児期）　　　　 　 　（幼児期）　　　　 　　　（少年期）

平成２４年度赤穂市教育努力目標の体系 

“あすの赤穂”をになうこころ豊かな人づくり 

学 校 園  所 ・ 地 域 社 会 ・ 保 護 者 と の あ た た か い つ な が り  

赤穂市教育委員会 

じぶんがすき ひとがすき ふるさとがすき 
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ふるさとの文化遺産の 

保存と継承 

義務教育の充実 

 

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）授業改善と確かな学力の向上 

   ・「学びあい」を中心とする授業研究の充実を図る。 

   ・「赤穂ドリル」の効果的な活用などにより、基礎学力の一層 

    の定着を図る。 

   ・将来の生き方に夢と希望を育むキャリア教育を推進する。 

 （２）健やかなこころを育む教育の推進 

   ・魅力的な教材の開発や県教委の道徳教育副読本等を活用し、 

    道徳的実践力を育成する。 

   ・人権尊重の理念に対する理解を深める教育を推進する。 

   ・大震災の教訓をもとに、自然災害に備え対応できる力を育む 

    とともに命の尊さや大切さを学ぶ「命を守る教育」に取り組む。     

 （３）体育・スポーツ活動の充実 

   ・「なわとび検定表」等を活用し継続的に体力づくりに取り組む。 

   ・体育の授業の工夫改善により児童生徒の体力の向上を図る。 

 （４）特別支援教育の充実 

   ・個別の教育支援計画及び指導計画に基づく支援及び指導の 

    一層の充実を図る。 

   ・校内の指導体制の充実に努め、校内就学指導委員会を定期 

    的に開催する。 

 （５）児童生徒の健全育成 

   ・「いじめゼロ」をめざす。 

   ・不登校児童生徒の出現率を減少させる。 

 （６）教職員の資質向上 

   ・外部講師をはじめ他校園の教員を招聘した研修を積極的に 

    進める。 

   ・業務内容の見直しや情報化等効率的な学校運営を進める。 

信頼される学校園所づくり 

施設・設備の充実と文化活動支援 

 

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）施設の耐震化及び耐震設計（実施）の推進 
   ・赤穂小学校校舎４棟及び尾崎小学校校舎１棟の耐震 

    化を実施する。 

    ・小学校３棟及び中学校5棟の耐震補強設計を行う。 

 （２）地球温暖化対策のための施設整備の推進 
   ・尾崎小学校校舎屋上に耐震化に併せ太陽光パネル設 

    置工事を実施する。 

   ・坂越小学校校舎及び赤穂中学校校舎へ太陽光パネル 

    設置に向けた実施設計を行う。 

 （３）学校等施設の整備充実 
   ・赤穂小学校校舎及び尾崎小学校校舎の耐震化に併せ 

    校舎改造事業を実施する。 

   ・小学校３棟及び中学校５棟の校舎改造設計を行う。 

   ・小学校普通教室に扇風機設置工事を実施する。 

   ・保・幼・小・中学校の営修繕を行う。 

   ・保・幼・小・中学校施設内の樹木の剪定や支障木の 

    伐採等を行う。 

   ・御崎保育所園舎の整備を図る。  

 （４）部活動（体育・文化）支援の推進 
   ・部活動の奨励として、事業（体育・文化活動） 

    実施後、経費に要した一部を補助する。 

 （５）情報教育の推進と振興 
   ・CAI教育用コンピュータ等の計画的な整備と定期的な 

    保守管理を行う。 

 （６）教育備品の充実 
   ・老朽化したピアノの計画的な更新を行う。 

   ・大型管理・大型教材備品の充実を図る。 

   ・小・中学校の理科教育等設備の計画的な整備を図る。  

   ・学習指導要領に対応した教材備品の整備を図る。 

   ・武道必修化に対応した教材備品の整備を図る。 

   ・幼稚園、小・中学校図書備品の計画的な整備を図る。 

 （７）学校用地の取得 
   ・組合施工で実施した浜市土地区画整理事業にともなう、 

    坂越中学校敷地内における特別保留地を計画的に取 

    得する。 

安全・安心で地球温暖化  

対策も含めた環境づくり 

生涯学習（子育て支援）の推進 

 

  重点課題と取組・展開 
 

 （１）子育て支援に向けた保育の充実 
       ・幼稚園預かり保育実施園を８園に拡大するとともに預 

    かり保育時間の延長・拡大及び長期休業日における 

    預かり保育を実施する。 

   ・多子世帯保育所・幼稚園保育料の一部を補助する。 

   ・心身障がい児及び、幼児一人ひとりの特性に応じた指 

    導の充実を図る。 

   ・一時預かり及び保育所延長保育事業等の推進を図る。 

 （２）子育て支援対策の推進 
   ・安全管理マニュアルの運用により、保育児童の安全確 

    保を図る。 

    ・円滑な運営を図るために、指導員との連携に努め、保 

    護者等にアンケートを実施する。 

   ・放課後子ども教室の充実を図るため、学校・コーディ 

    ネータ・地域・家庭・指導員等との連携を密にし、事業

の 

    推進を図る。 

   ・子育て学習センター活動の充実を図り、仲間づくりや家 

    庭教育などの支援を行う。 

   ・各PTAが実施する家庭教育学級の充実を支援する。 

 （３）文化創造拠点の整備 
   ・文化会館の整備計画に基づき整備充実を図る。 

   ・市立文化施設（資料館・博物館・科学館・美術工芸館） 

    の施設整備と資料の収集に努める。 

 （４）文化環境の充実 
   ・鑑賞者や受講者の増員に努め、特別展・企画展・講座 

    を計画的に開催するよう指導や支援を行う。 

<市民会館関係> 

 （５）社会文化、美術・芸術の推奨・支援 
   ・文化団体への支援、発表機会の支援を行う。 

   ・美術展の開催等市民芸術の啓蒙・支援を実施する。 

<公民館関係> 

 （６）生涯学習体制の充実  
   ・高齢者生きがい創造講座、高齢者大学、カレッジの開 

    催による高齢者の生きがいづくりに努める。 

   ・趣味や教養の充実を図る機会の提供として文化教室や 

    大学開放講座等を開催する。 

   ・ふるさと文化・歴史講座等により地域の文化・歴史を知 

    る機会を提供する。 

   ・こども教室、成人向趣味講座等の開催による交流の場 

    と学習の場を提供する。 

   （７）安全安心・快適な社会教育施設整備の推進 

いつでも、誰でも、どこでも 

楽しく学べる生涯学習の充実 

生涯スポーツの普及・振興 

  

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）生涯スポーツの推進 
    ・スポーツ先進都市推進事業を推進する。 

   ・市民総合体育祭や種目別競技大会を推進する。 

   ・ペタンク大会や室内カーリング大会などニュースポーツ大会や、 

    赤穂街並みウォークラリーやチャレンジデーを推進する。 

 （２）各種スポーツ団体の育成及び指導者の養成 
   ・体育協会・スポーツ少年団・スポーツ振興会・スポーツクラブ 

    ２１への助成を図るとともに指導者の養成に努める。 

   ・競技力向上のため実技講習会を実施し、指導者育成や団体 

    育成のための指導者の養成に努める。 

 （３）広域大会及びスポーツ交流大会の推進 
   ・坂越湾ジュニアヨットレース・義士杯青少年柔道大会・義士旗 

    争奪親善ゲートボール大会・忠臣蔵旗少年剣道大会・赤穂 

    シティマラソン大会・近畿高等学校剣道選抜大会など広域 

    大会を推進する。 

   ・友好親善都市スポーツ交流・高校野球親善試合・中学軟式野 

    球親善試合や兵庫県レディースソフトボール大会などの交流 

    大会を推進する。 

 （４）体育施設の効率的な運用及び体育施設整備の充実 
   ・社会体育施設の適正な管理運営と施設の利用促進を図る。 

   ・市民総合体育館における備品の整備や地区体育館の適正管 

    理に努める。 

 （５）スポーツ推進計画の具体的推進 
    ・スポーツ連絡協議会の組織を確立する。 

    ・保・幼・小・中・高・大・社会人におけるスポーツの連続性と一貫 

     指導を推進する。 

    ・中学校部活動の在り方を検討する。 

誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも 

親しめる生涯スポーツの推進 

 

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）図書整備等の推進 
   ・図書館蔵書の計画的な整備の推進を図る。 

 （２）読書活動の推進 
   ・各種講座、教室の開催による読書活動の啓発を図 

    る。 

   ・新刊図書案内など図書館情報の提供に努める。 

   ・乳幼児の子どもを持つ親子を対象とした 

    「ブックスタート事業」の推進を図る。 

 （３）周辺地区図書館サービスの推進 
   ・周辺地域を対象としたブック宅配サービスの推進を 

    図る。 

 （４）図書館情報化システムの充実 
   ・図書館サービスの向上、利用者の利便性の向上を 

    図るため、情報システムの充実・推進を図る。 

 （５）子ども読書活動推進計画の具体的推進 
   ・おはなし会の充実を図る。 

   ・ボランティア講座及び研修会を開催する。 

図書館事業の充実と適正な運営 

給食事業の充実と適正な運営 

  

 重点課題と取組・展開   

 

 （１）安全・安心で安定したおいしい給食の提供 
   ・施設設備の整備及び充実を図る。 

   ・調理場内における安全衛生管理（チェック）体制の 

    充実を図る。 

 （２）食育推進への積極的な参画 
   ・地場産物使用を含めた献立の研究・充実に努める。 

   （３）米粉パン給食の学期毎の実施 

いつでも、誰でも、どこでも 

本に親しめる環境づくり 

健やかなからだとこころを 

育む「食育」の推進 

地域文化の顕彰・整備 

  

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）赤穂城跡や有年地区歴史公園などの保存整備・公開 

    活用の推進 
   ・本丸枡形石垣・二之丸石垣の整備を推進する。 

   ・東有年・沖田遺跡公園の説明板修繕を実施する。 

   ・有年考古館便所棟整備を早期に完了する。 

   ・有年考古館の利活用を推進するため、特別展や体験学習等の 

    公開活用事業を展開する。 

   ・赤穂城跡・有年歴史公園・旧坂越浦会所・有年考古館等の適正 

    な管理と公開を実施する。 

 （２）埋蔵文化財等の調査充実、各種歴史遺産の保存顕彰 

    の推進 
   ・有年土地区画整理事業地等の発掘調査を実施する。 

   ・出土遺物の整理調査を推進し、発掘調査報告書を刊行すると 

    ともに、出土遺物の適正な管理を推進する。 

   ・「文化財をたずねて」等の普及啓発刊行物を発行する。 

 （３）指定文化財等の調査・保存整備・活用の推進 
   ・市指定文化財候補物件の調査を推進する。 

   ・鳥井町地蔵堂、地蔵立像板碑などの指定文化財の保存修理を 

    推進する。 

   ・坂越の船祭の映像記録調査を実施する。 

   ・指定文化財等の保存顕彰のため、説明看板・標柱の設置を進 

    める。 

 （４）「忠臣蔵」編さんの推進 
   ・25年度発刊に向けて、「忠臣蔵」第７巻の編集を完了させる。 

 （５）歴史文化の調査研究の充実 
   ・歴史文化資料の収集を行う。 

   ・寄贈・収集資料の整理を推進する。 

 

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）就学前教育・保育の充実 
    ・適切な教育課程・保育課程を編成し内容の充実を図る。 

  ・幼保の教職員相互の連携を深め、資質向上のための研修に 

   努める。 

  ・幼保一体化に向けての研究を進める。 

 （２）保育所、幼稚園の管理運営 

『こころ』をつなぐ                                『もの』をつなぐ                               『いのち（ひと）』をつなぐ   

 

 重点課題と取組・展開 
 

 （１）授業改善と確かな学力の向上 
   ・「学びあい」を中心とする授業研究の充実を図る。 

   ・「赤穂ドリル」の効果的な活用などにより、基礎学力の一層の 

    定着を図る。 

   ・将来の生き方に夢と希望を育むキャリア教育を推進する。 

 （２）健やかなこころを育む教育の推進 
   ・魅力的な教材の開発や県教委の道徳教育副読本等を活用し、 

    道徳的実践力を育成する。 

   ・人権尊重の理念に対する理解を深める教育を推進する。 

   ・大震災の教訓をもとに、自然災害に備え対応できる力を育む 

    とともに命の尊さや大切さを学ぶ「命を守る教育」に取り組む。     

 （３）体育・スポーツ活動の充実 
   ・「なわとび検定表」等を活用し継続的に体力づくりに取り組む。 

   ・体育の授業の工夫改善により児童生徒の体力の向上を図る。 

 （４）特別支援教育の充実 
   ・個別の教育支援計画及び指導計画に基づく支援及び指導の 

    一層の充実を図る。 

   ・校内の指導体制の充実に努め、校内就学指導委員会を定期 

    的に開催する。 

 （５）児童生徒の健全育成 
   ・「いじめゼロ」をめざす。 

   ・不登校児童生徒の出現率を減少させる。 

    ・生徒指導の充実を図る。 

 （６）教職員の資質向上 
   ・外部講師をはじめ他校園の教員を招聘した研修を積極的に進 

    める。 

   ・業務内容の見直しや情報化等効率的な学校運営を進める。 

  （７）幼保小・小中連携教育の推進 
   ・幼保小・小中のジョイントカリキュラムによる教育を推進する。 

   ・異校種間の円滑な接続のため、授業交流など連携教育を行う。 

就学前教育・保育の充実 


